
「介護・障害福祉従事者処遇改善法案」（通称）について 

 

１．法案提出の背景・問題意識 

 要介護者・障害者の生活の質を維持向上させるために介護・障害福祉従事者が重要な役割

を担っているにもかかわらず、賃金が全産業の平均と比較して８万円程度低い水準にあるこ

とから、私たちは、介護・障害福祉従事者の賃金を引き上げるための法案を再三にわたり提

出し（直近では令和２年５月に提出し、令和３年 10 月の衆議院解散まで継続審議）、その成

立を求めてきた。 

 岸田政権は、私たちの法案を参考にし、昨年 11月に閣議決定された経済対策において、介

護・障害福祉職員を対象に収入を月額 9,000 円引き上げる措置を本年２月から行うこととし

た。これは、処遇改善に向け一歩前進であり、その点は評価するが、支給対象は現行の処遇

改善加算を取得している事業所に限定され、支給金額の算定には事務職員や調理員が含まれ

ないなど、対象範囲が狭く、また金額も不十分である。 

 介護・障害福祉の現場は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染対策が難し

い環境の中での感染対策の継続、クラスターが発生して職員も感染する中での事業の継続など、

非常に厳しい状況に置かれている。ただでさえ人手不足の現場で働く職員の負担は大きく、十分

な処遇改善を緊急に行う必要がある。また、こうした状況下で、支給対象外の事業所があるこ

とや、同じ事業所内で支給対象外の職員がいることは、現場に分断を招きかねない。 

 そこで、政府の処遇改善に加えて、全ての介護・障害福祉事業所で働く全ての職員に対し、月

額１万円の処遇改善を行うため、本法案を提出する必要がある。 

 

２．法案の概要・効果 

○ 介護・障害福祉従事者等の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉の事業所

に対し、助成金を支給する。 

※１ 当該事業所の事務職員や調理員を含む全ての職員を対象に、１人当たり月額１万円

賃金を引き上げることを想定。 

 ※２ 政府の措置では対象外とされている、現行の処遇改善加算を取得していない事業所

も支給対象とする。 

 

【所要額】 

介護・障害福祉従事者等の賃金を月額１万円引き上げるために必要な経費として、年間

約 3,970億円が見込まれる。 

 人数（万人） 所要額（億円） 

介護 245 2,939 

障害福祉（放課後等デイサービス等を含む） 86 1,032 

合  計 331 3,971 
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「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案」の対象者について 
 

  

【１．介護保険法】 
   

 赤丸及び赤字のものは、本法案で追加するもの 

サービス 政府事業 前回法案 今回法案 備考 

介 

護 

給 

付 

の 

対 

象 

居宅サービス 
（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリステーション、居宅療養管

理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療

養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売） 

○（注） ○（注） ○ 

 
 
注 訪問看護、訪問リハビリステーション、居宅療養管理

指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については
対象外であったが、今回法案では追加 

地域密着型サービス 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所

介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合

型サービス） 

○ ○ ○ 

 

居宅介護支援 × ○（注） 

 
○ 

 

注 ケアマネージャーを含める趣旨から追加 

 

施設サービス ○ 

 

○ 

 
○ 

 

予 

防 

給 

付 

の 

対 

象 

介護予防サービス 
（介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問

リハビリステーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護

予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入

所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び

特定介護予防福祉用具販売） 

○（注） 

 

○（注） 

 

○ 

 
 

注 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリステーショ
ン、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸
与及び特定介護予防福祉用具販売については対象外
であったが、今回法案では追加 

地域密着型介護予防サービス 

（介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護

予防認知症対応型共同生活介護） 

○ 

 

○ ○ 

 

介護予防支援 × 

 

○（注） 

 
○ 

 

注 ケアマネージャーを含める趣旨から追加 
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※１ 自立支援医療を行う医療機関については、今回法案の対象に含まれていないが、必要に応じて政令で定めることは可能。 

※２ 地域生活支援事業としては、表中にあるもののほか、例えば、理解促進研究・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付

等事業などがある。これらについては、自治体が担う事業であると考えられ、今回法案の対象に含まれていないが、必要に応じて政令で定めることは可能。 
  

【２．障害者総合支援法】 
    

サービス 政府事業 前回法案 今回法案 備考 

自 

立 

支 

援 

給 

付
（
※
１
） 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

障害福祉サービス 

（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、療

養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援及び共同生活援助） 

※ 障害者支援施設等の行う施設障害福祉サービスを除く 

○ ○ ○ 
 

施設障害福祉サービス 

（施設入所支援＋生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型） 
○ ○ ○ 

 

相 

談 

支 

援 

一般相談支援 

（基本相談支援＋地域相談支援） 

× × ○ 
 

特定相談支援 

（基本相談支援＋計画相談支援） 

× × ○ 
 

 
 

地
域
生
活
支
援
事
業
（
※
２
） 

 

移動支援事業 × × ○ 
 

地域活動支援センター × × ○ 
 

福祉ホーム × × ○ 
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【４．設置・運営主体による区別】 

設置・運営主体 政府事業 前回法案                        今回法案 

民間事業者（公設民営の指定管理者等を含む） ○ ○       ○〔助成金〕 

都道府県・特別区・市町村等 ○ ○       ○〔補助金・地方交付税等〕 

国（※１）・独立行政法人（※２） ○ ×       ○〔一般的・概括的規定〕 

※１ 例：国立障害者リハビリテーションセンター 

※２ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを含む。 

【３．児童福祉法】 

サービス 政府事業 前回法案 今回法案 備考 

障害児通所支援 

（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援） 
○ ○ ○ 

 

障害児入所支援 ○ ○ ○ 
 

障害児相談支援 × × ○ 
 



 
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案（概要） 

一 総則 

 １ 目的 

   介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めることにより、優れた

人材を確保し、もって要介護者等・障害者等に対するサービスの水準の向上に資すること 

 ２ 基本理念 

  ⑴ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、介護・障害福祉従事者が、要介護者等・障害者

等が可能な限り自立した生活を営むことができるようにしてその生活の質を維持向上さ

せること、要介護者等・障害者等の家族が介護のために離職を余儀なくされるという事

態が生じないようこれらの者の家族の負担を軽減させること等の重要な役割を担ってい

るという基本的認識の下に行われなければならないこと 

  ⑵ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、⑴の基本的認識の下に、その賃金が他の業種

に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従

事する業務が身体的及び精神的負担の大きいものであること等に鑑み、介護・障害福祉

従事者の将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止を図ることを旨として、行われな

ければならないこと 

  ⑶ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、⑴の基本的認識の下に、介護・障害福祉従事

者が要介護者等・障害者等に対して質の高いサービスを提供するためには介護・障害福

祉事業者等において介護・障害福祉従事者を支援する体制の充実が必要不可欠であるこ

とを踏まえて行われなければならないこと 

   ※ 介護・障害福祉従事者：介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら保健医療サービス又は福祉サー

ビスに従事するもの 

  ※※ 介護・障害福祉事業者等：①介護保険法の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者等、②障

害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、地

域活動支援センターの設置者等、③児童福祉法の指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置

者、指定障害児相談支援事業者等 

二 介護・障害福祉従事者等の賃金の改善等 

 １ 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給 

   都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者

の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、「介護・障害福祉従

事者等処遇改善助成金」を支給すること 

  ※ 介護・障害福祉従事者等を対象に平均して１人当たり月額１万円賃金を上昇させることを想定 

 ※※ その他の介護・障害福祉事業者等の従業者として、事務職員や栄養士等を想定 

 ２ 国等又は都道府県等の職員である介護・障害福祉従事者等の給与の改善のための措置 

  ⑴ 国は、介護・障害福祉事業者等である国・独立行政法人の職員である介護・障害福祉

従事者等の給与の改善に関し必要な措置を講ずること 

  ⑵ 国は、介護・障害福祉事業者等である都道府県・市町村等であって、その職員である

介護・障害福祉従事者等の給与を改善するための措置を講ずるものに対し、必要な財政

上の措置を講ずること 

三 介護・障害福祉従事者の人材確保に関するその他の措置 

 １ 介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定めるに当たっての配慮 

 ２ 適切な就業環境の維持等 

四 施行期日等 

 １ 公布日から起算して一月を経過した日から施行 ※ただし、三は、公布日から施行 

 ２ この法律は、優れた人材の確保に支障がなくなったときに廃止 
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限
り
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
そ
の
生
活
の
質
を
維
持
向
上
さ
せ
る
こ
と
、

要
介
護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
の
家
族
が
介
護
の
た
め
に
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
な

い
よ
う
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
等
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

２ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
は
、
１
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
そ
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業

に
従
事
す
る
者
と
比
較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
務
が
身
体
的
及
び
精



 

  

 

四 

神
的
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
将
来
に
わ
た
る
職
業
生
活
の
安
定
及

び
離
職
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

３ 
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
は
、
１
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
要
介
護
者

等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
し
て
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
に

お
い
て
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
を
支
援
す
る
体
制
の
充
実
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
二 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
賃
金
の
改
善
等 

 

一 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給 

 
 

１ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給 

 
 
 

⑴ 

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
及
び
そ
の
他
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
（
⑶
及
び

二
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
の
賃
金
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
介
護
・
障

害
福
祉
事
業
者
等
（
国
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
も
の
（
二
１
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
又
は
都
道



 

  

 

五 

府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
（
二
２
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
⑶
及
び
第
四
の
一
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に

充
て
る
た
め
の
助
成
金
（
以
下
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
、
額
、
申
請
の
方
法
そ
の
他
介
護
・
障
害
福
祉
従

事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
。 

 
 

 

⑶ 

⑵
の
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
の
三
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事

者
等
が
従
事
す
る
業
務
の
種
類
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
に
お
け
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
職
責
等
に

応
じ
た
処
遇
の
体
系
そ
の
他
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
実
情
、
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の

平
均
的
な
賃
金
水
準
等
を
勘
案
し
、
か
つ
、
⑴
の
申
請
に
係
る
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
負
担
に
配
慮
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

 
 

２ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
委
託 

 
 
 

 

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
団
体



 

  

 

六 

連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

 
 

３ 

不
正
利
得
の
徴
収 

 
 
 

 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等

処
遇
改
善
助
成
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

（
第
六
条
関
係
） 

 
 

４ 

交
付
金 

 
 

 

⑴ 

国
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道

府
県
に
交
付
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に

要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

 

二 

国
等
又
は
都
道
府
県
等
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
給
与
の
改
善
の
た
め
の
措
置 

 
 

１ 

国
は
、
第
二
の
一
１
⑶
の
事
項
を
勘
案
し
て
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
る
国
等
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障



 

  

 

七 

害
福
祉
従
事
者
等
の
給
与
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

国
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
る
都
道
府
県
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者

等
の
給
与
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
を
勘
案
し
て
政

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
講
ず
る
も
の
に
対
し
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
、

地
方
交
付
税
制
度
の
拡
充
そ
の
他
の
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
関
係
） 

第
三 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置 

 

一 

介
護
報
酬
の
基
準
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮 

 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
を
確
保
し
て
、
要
介
護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対

す
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
、
将
来
に
わ
た
り
介
護
・
障
害

福
祉
従
事
者
と
し
て
の
職
業
生
活
を
設
計
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
介
護
報
酬
の
基
準
及

び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
小
規
模
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
を
含
む
全
て

の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
安
定
的
な
継
続
並
び
に
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
賃
金
の
改
善



 

  

 

八 

等
に
よ
る
将
来
に
わ
た
る
職
業
生
活
の
安
定
及
び
離
職
の
防
止
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 

二 

適
切
な
就
業
環
境
の
維
持
等 

 
 

１ 

介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
は
、
第
一
の
三
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な
就
業

環
境
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
１
の
就
業
環
境
の
維
持
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

第
四 

雑
則  

 

一 

報
告
等  

 
 

１ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
の
一
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
若
し
く
は
介
護
・

障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
１
に
お
い
て

「
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の



 

  

 

九 

提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
若

し
く
は
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問

さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
事
業
所
若
し
く
は
施
設
、
事
務
所
そ
の
他
そ
の
業
務
に
関
係
の

あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 

２ 

１
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

３ 

１
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

 

二 

事
務
の
区
分 

 
 
 

第
二
の
一
１
及
び
３
並
び
に
一
１
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
の
第
一

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
第
十
二
条
関
係
） 

 

三 

厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任 

 
 
 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
こ
と
。 



 

  

 

一 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
関
係
） 

第
五 
罰
則 

 
 
 

第
四
の
一
１
に
よ
る
報
告
を
し
な
か
っ
た
こ
と
等
に
対
し
て
所
要
の
罰
則
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

（
第
十
四
条
関
係
） 

第
六 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

二 

こ
の
法
律
の
廃
止 

 
 
 

こ
の
法
律
は
、
介
護
保
険
制
度
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
に
関
し
、
優
れ
た
人
材
の
確
保
に
支
障
が
な
く
な
っ
た

と
き
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他 

 
 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
関
係
） 



 

  

 

一 

 
 
 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案 

目
次 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

 

第
二
章 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
賃
金
の
改
善
等 

 
 

第
一
節 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
（
第
四
条
―
第
七
条
） 

 
 

第
二
節 

国
等
又
は
都
道
府
県
等
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
給
与
の
改
善
の
た
め
の
措
置
（
第
八
条
） 

 

第
三
章 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
九
条
・
第
十
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
一
条
―
第
十
三
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
十
四
条
） 

 

附
則 

 
 
 

第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
賃
金
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
優
れ



 

  

 

二 

た
人
材
を
確
保
し
、
も
っ
て
要
介
護
者
等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
五
項
の
要
介
護
者

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。 

 

一 

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
同
法

第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
の
開
設
者
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
同
法

第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
並
び
に
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
該
当
居

宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
の
設
置
者
、
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
事
業
所

の
設
置
者
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
の
設
置
者
及
び
同
法
第

五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
を
行
う
事
業
所
の
設
置
者 



 

  

 

三 

 
二 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
、

同
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
及
び
同
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
一

号
の
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
並
び
に
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
基
準
該
当
事
業
所
の
設
置
者
、
同

号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
該
当
施
設
の
設
置
者
及
び
同
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
計
画
相
談
支
援

を
行
う
事
業
所
の
設
置
者
並
び
に
同
法
第
五
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者 

 

三 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所

支
援
事
業
者
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の

二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
並
び
に
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
の
基
準
該

当
通
所
支
援
を
行
う
事
業
所
の
設
置
者
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
児
相
談
支

援
を
行
う
事
業
所
の
設
置
者 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
者
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
」
と
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
で
あ
っ
て
専
ら
当
該



 

  

 

四 

介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
が
行
う
次
に
掲
げ
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

介
護
保
険
法
の
保
険
給
付
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

 

二 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
、
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
又
は
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
便
宜
を
供
与
す
る
サ
ー
ビ
ス 

 

三 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
、
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入

所
支
援
又
は
同
法
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
、
要
介
護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障

害
児
が
可
能
な
限
り
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
そ
の
生
活
の
質
を
維
持
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
要
介

護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
の
家
族
が
介
護
の
た
め
に
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
こ



 

  

 

五 

れ
ら
の
者
の
家
族
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
等
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
は
、
前
項
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
そ
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に

従
事
す
る
者
と
比
較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
負

担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
将
来
に
わ
た
る
職
業
生
活
の
安
定
及
び
離
職
の
防

止
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
は
、
第
一
項
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
要
介
護
者

等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
し
て
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
に
お
い

て
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
を
支
援
す
る
体
制
の
充
実
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 
 

第
二
章 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
賃
金
の
改
善
等 

 
 
 
 

第
一
節 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給 

 

（
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
） 



 

  

 

六 

第
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
及
び
そ
の
他
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
（
第
三
項
及

び
第
八
条
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
の
賃
金
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
介
護
・
障

害
福
祉
事
業
者
等
（
国
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
（
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
又
は
都
道
府
県
、
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三

項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め

の
助
成
金
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。 

２ 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
、
額
、
申
請
の
方
法
そ
の
他
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等

処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３ 

前
項
の
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
が
従

事
す
る
業
務
の
種
類
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
に
お
け
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
職
責
等
に
応
じ
た
処
遇
の
体

系
そ
の
他
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
実
情
、
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
平
均
的
な
賃
金
水
準
等
を

勘
案
し
、
か
つ
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
負
担
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

  

 

七 

 
（
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
委
託
等
） 

第
五
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
ほ
か
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら

委
託
を
受
け
て
行
う
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。 

３ 

介
護
保
険
法
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
及
び
第
百
九
十
八
条
の
規
定
は
、
連
合
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業

務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
不
正
利
得
の
徴
収
） 

第
六
条 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇

改
善
助
成
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。 



 

  

 

八 

 
（
交
付
金
） 

第
七
条 

国
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府

県
に
交
付
す
る
。 

２ 

国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
。 

 
 
 
 

第
二
節 

国
等
又
は
都
道
府
県
等
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
給
与
の
改
善
の
た
め
の
措
置 

第
八
条 

国
は
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
る
国
等
の
職
員
で
あ
る

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の
給
与
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
る
都
道
府
県
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
員
で
あ
る
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
の

給
与
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
講
ず
る
も
の
に
対
し
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
、
地
方
交
付
税

制
度
の
拡
充
そ
の
他
の
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

第
三
章 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置 



 

  

 

九 

 
（
介
護
報
酬
の
基
準
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
） 

第
九
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
を
確
保
し
て
、
要
介
護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に

対
す
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
、
将
来
に
わ
た
り
介
護
・
障
害

福
祉
従
事
者
と
し
て
の
職
業
生
活
を
設
計
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
介
護
報
酬
の
基
準
及
び

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
小
規
模
の
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
を
含
む
全
て
の
介

護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
安
定
的
な
継
続
並
び
に
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
賃
金
の
改
善
等
に
よ

る
将
来
に
わ
た
る
職
業
生
活
の
安
定
及
び
離
職
の
防
止
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
適
切
な
就
業
環
境
の
維
持
等
） 

第
十
条 

介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な
就
業
環

境
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
前
項
の
就
業
環
境
の
維
持
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
四
章 

雑
則 



 

  

 

一 〇 

 
（
報
告
等
） 

第
十
一
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
章
第
一
節
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
若

し
く
は
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ

の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の

従
業
者
若
し
く
は
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
介
護
・
障
害
福
祉
事
業
者
等
の
事
業
所
若
し
く
は
施
設
、
事
務
所
そ
の
他
そ
の
業
務
に
関
係
の

あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
事
務
の
区
分
） 

第
十
二
条 

第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る



 

  

 

一 一 

事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る
。 

 

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
） 

第
十
三
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。 

 
 
 

第
五
章 

罰
則 

第
十
四
条 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
項
の
刑
を
科
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



 

  

 

一 二 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
こ
の
法
律
の
廃
止
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
、
介
護
保
険
制
度
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
に
関
し
、
優
れ
た
人
材
の
確
保
に
支
障
が
な
く
な
っ
た

と
き
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る 
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規 

 
 

 

特
別
措
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
） 

 

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

  

 

一 三 

 
 

第
十
条
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三
の
二 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
等
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費 

 

（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
第
二
十
号
の
十
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二
十
の
十
四
の
二 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
） 





 

  

 

一 五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
に
優
れ
た
人
材
を
確
保
し
、
も
っ
て
要
介
護
者
等
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
賃
金
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
を
定
め
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 

  

 

一 七 

 
 
 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
三
千
九
百
七
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


